　　　　　　　訪問活動再開（派遣開始）の手順　　

施設（事業所）から事務局へ訪問再開の依頼
電話　または　FAX「 羽曳野市介護サービス相談員派遣事業連携シート 」　にて

介護サービス相談員連絡会で情報共有
　　　　　　　　　　　　　介護サービス相談員（訪問担当者）を決める

翌月　　　　　 初回面談　　（訪問施設（事業所）にて）

   　　　　　　  　「介護サービス相談員」「施設担当者」「事務局」 三者で面談

　　翌々月　　　　　　訪問活動開始


「初回面談」 とは・・・
三者で訪問活動に向けての打合せを行います。
（顔合わせ、事業・施設の概要説明、定例の訪問日時、訪問順路、留意事項の確認）
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＊＊＊訪問活動再開について＊＊＊
〇訪問再開施設がある程度増えるまでは、２～４名での訪問活動を想定しています。
・経験者と未経験者の混合のグループを想定。
〇未経験の介護サービス相談員の現場研修も兼ねます。
・養成研修修了者は本格的に活動します。
・養成研修未受講者は現任者との同行訪問（見学と傾聴活動のみ）とします。
（詳細は各々の施設・事業所との打合せで決めます。）
〇訪問再開施設を増やす都度、改めて訪問担当の調整（変更）を行います。ご理解とご協力の程、よろしくお願いします。
· 事務局にて感染症対策はじめ、その都度、柔軟に訪問活動の調整を行います。

【羽曳野市介護サービス相談員派遣事業】
